
高崎市上下水道公告第１８号 

 

 高崎市浄配水場等運転管理業務について、公募型プロポーザルを実施するので、次のとおり公告する。 

 

  令和６年７月８日 

高崎市上下水道事業管理者 内田 昌孝 

 

１ 業務概要 

（１）件名 

   高崎市浄配水場等運転管理業務 

（２）業務内容 

   高崎市が管理する取水施設、浄水場、配水施設、水質監視施設、減圧槽及び水質検査所在地にお

いて行う以下の業務 
  ア 運転監視業務 

イ 保守管理業務 
  ウ 巡視点検業務 
  エ 水道法（昭和３２年法律第１７７号）第２２条の２に基づく点検業務 
  オ 水質管理業務 
  カ 調達管理業務 

キ 取水量等管理業務 
  ク 書類作成等業務 
  ヶ その他 
（３）業務実施場所 

   別表１のとおり 

（４）委託期間 

   令和７年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

 

２ 選定方法 

  受託候補者の選定は、公募型プロポーザル方式によるものとする。高崎市浄配水場等運転管理業務

プロポーザル参加申請書を提出した者から企画提案書の提出を求め、高崎市浄配水場等運転管理業務

受託候補者選定委員会による審査を経て受託候補者を選定する。 

 

３ 参加者の資格要件 

（１）本プロポーザルに参加しようとする者は、次に掲げる要件を満たす者とする。 

  ア 令和６・７年度の高崎市入札参加資格者名簿（役務）において、施設・設備運転管理業務に登

録されていること。 

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項に掲げる者でないこと及

び第２項の規定に基づく市の入札制限を受けていないこと。 



  ウ 高崎市競争入札参加資格者指名停止措置要綱（平成１６年高崎市告示第２８８号）の規定に基

づき、指名停止期間中でないこと。 

  エ 代表者又は役員が高崎市暴力団排除条例（平成２４年高崎市条例第７２号）第２条第３号に規

定する暴力団員等でないこと。 

  オ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基

づき手続開始の申立てがなされている者（手続開始決定後、資格の再認定を受けた者を除く。）で

ないこと。 

  カ 受託に必要な資格者や実務経験者が確保されていること。 

  キ 緊急連絡体制が確保されていること。 

  ク 地方自治体が発注する浄配水場等運転管理に関連する業務を請け負った実績を有すること。 

  ケ 高崎市内に本店を有していること。 

  コ 本プロポーザルに参加しようとする他の者と資本面若しくは人事面において関係がないこと。 

サ 共同企業体でないこと。 

 

（２）参加資格の基準日 

   参加資格の基準日は、参加申請書の提出日とする。ただし、参加資格の確認後から受託候補者の

決定日までの間に参加資格に関する要件を欠く事態が生じた場合は、失格とする。 

 

４ 関係書類及び参考資料等の配布 

プロポーザルの参加に必要な書類及び参考資料等は、高崎市水道局ホームページからダウンロード

すること。 

 

５ 選定スケジュール 

（１）参加申請書等（１次審査に係る書類）受付期間 令和６年７月８日（月）～ 

令和６年７月３１日（水）午後５時まで 

（２）１次審査結果通知              令和６年８月１９日（月） 

（３）企画提案書等作成に関しての質問受付期間   令和６年９月２日（月）～ 

                         令和６年９月１３日（金）午後５時まで 

（４）質問についての回答期限           令和６年９月３０日（月） 

（５）企画提案書等（２次審査に係る書類）提出期限 

令和６年１０月１１日（金）午後５時まで 

（６）２次審査（プレゼンテーション・ヒアリング） 令和６年１１月１８日（月）～ 

令和６年１１月２２日（金） 

（７）２次審査結果（受託候補者決定）通知     令和６年１１月２８日（木） 

（８）契約及び業務開始              令和７年４月１日（火） 

 

 

 



６ 書類の提出 

  本プロポーザルに関する書類の提出先は、下記８（２）の事務局とする。提出方法は、郵送又は持

参とする。郵送による場合は、書留郵便とし、提出する書類ごとに上記５に示すそれぞれの期限まで

に必着のこと。 

 

７ 受託候補者の選定と締約締結 

（１）受託候補者の選定 

高崎市浄配水場等運転管理業務プロポーザル審査評価基準（以下「評価基準」という。）に基づき

企画提案書を審査し、最も優れている提案を行った者を受託候補者として選定する。 

（２）契約の締結 

   受託候補者との間で契約内容に関する協議を行い、成立した場合には、契約を締結する。 

 

８ その他 

（１）留意事項 

   詳細については、実施要領、企画提案書様式集、評価基準及び契約書等による。 

（２）事務局  

    高崎市 水道局 浄水課浄水管理担当（市庁舎１８階） 

    住 所：〒３７０－８５０１ 群馬県高崎市高松町３５番地１ 

    電 話：０２７－３２１－１２８６（直通） 

    ＦＡＸ：０２７－３２６－４０２７ 

    Ｅ-mail：s-jousui@city.takasaki.gunma.jp 
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